
一般財団法人 日本民間公益活動連携機構（JANPIA）  
第 85回理事会（決議の省略）議事録  

  
 

１．理事会の決議があったものとみなされた事項の内容  
   
１．決議事項についての提案内容 

 

第 1号議案 2026 年度事業計画・収支予算書（案）の承認について  

  

＜議案の概要＞  

2026 年度事業計画・収支予算については、内閣府が策定、公表を予定（2026 年３月）し

ている「2026年度休眠預金等交付金活用推進基本計画」（以下「基本計画」という）で示

される方向性を想定し、別紙資料「2026年度事業計画書（案）」（収支予算書含む）の通

り策定をしており、本内容について本理事会にて決議後、休眠預金等活用法の内閣府令第

32号の第３条に定めるところにより、2026年２月末までに内閣府への認可申請を行う。  

なお、事業計画の変更に伴い生じる業務実施規程の改正の要否等については、内閣府と調

整の上必要な措置を講ずる。  

  

＜決議された事項＞  

 以下内容を網羅した、2026年度事業計画・収支予算書（案）の内容を了とし、内閣府へ認

可申請を行うことが決議された。 
 

 
 
 
 
第２号議案：公印規程の改正について 

 

＜議案の概要＞ 

契約締結作業の効率化、締結された契約の一元管理、ペーパーレス化による執務スペース

の確保、災害による紛失リスクの軽減を目的に行う電子契約の導入にあわせて、公印規程

の改正を行う。 



 

＜決議された事項＞ 

当該規程において、電子署名を JANPIA の公印のひとつとして定義することについて定め

る旨、新旧対照表をもって確認をし、本内容が決議された。 

 

 

２．理事会の決議があったものとみなされた事項を提案した理事の氏名  

  

理事長（代表理事）二宮 雅也  
  
 
３．理事会の決議があったものとみなされた日  

  

2026年２月 25日（水）  
 

  
４．議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名  
  理事長（代表理事）二宮 雅也  
  

2026 年２月 20 日（金）、理事 二宮雅也が理事及び監事の全員に対し、理事会の決議

の目的である事項について、上記の内容の提案書を電磁的記録及び一部書面によって発

送した。当該理事会の決議の目的である事項につき、2026 年２月 25 日（水）17：00 ま

でに、理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、監事の全員から

電磁的記録により異議を述べない旨の確認書の提出を受けたので、当機構定款第 44条及

び理事会規則第 10条に定める「決議の省略」の規定に基づき、当該提案を可決する旨の

理事会の決議があったものとみなされた。  
  
以上の通り、理事会の決議があったものとみなされたことを明確にするため、この議

事録を作成し、議事録の作成に係る職務を行った理事が記名押印する。  
  
 
2026年２月 27日  
  
一般財団法人 日本民間公益活動連携機構  

  
理 事 長  二 宮 雅 也  

 
 

 


